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平成２３年度「しあわせ倍増プラン２００９」市民評価報告会 

会 議 記 録 

 

Ⅰ 日 時 平成２３年１０月１５日（土）１４：３０～１６：１５ 

 

Ⅱ 場 所 浦和コミュニティセンター 多目的ホール 

 

Ⅲ 議事次第 

１ 開会に当たって  

２ 評価結果の報告 

① 評価結果の概要  

② 市民評価委員会からの提言   

③ 委員所感   

３ 質疑応答 

４ 市長感想・自己評価  

５ 閉会に当たって  

 

Ⅳ 出席者 

１ 委員（１０名）（敬称略） 

 委 員 長 廣瀬克哉 

 委員長職務代理 長野 基 

委   員 伊藤 巖、猪野智久、木島好嗣、高島 清、延原正弘、

橋本克己、林 美絵、福﨑智恵 

（欠席委員） 栗原俊明、野崎博行、町田直典、三浦匡史 
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○司会（福﨑智恵委員） 

皆様、こんにちは。 

本日は、「しあわせ倍増プラン２００９市民評価報告会」に、ご参加いただ

きましてありがとうございます。本日、司会進行を務めさせていただきます、

市民評価委員の福﨑智恵と申します。 

よろしくお願いいたします。 

それでは始めに委員会の取りまとめ役である、法政大学の廣瀬克哉委員長か

ら、開会に当たってのごあいさつを申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会に当たって 

 

○廣瀬克哉委員長 

皆さん、こんにちは。本日は、

しあわせ倍増プラン２００９

市民評価報告会にようこそご

参加くださいました。お礼を申

し上げます。私は今ご紹介あり

ました、しあわせ倍増プラン 

２００９市民評価委員会の委

員長を担当させていただいて

おります、法政大学の廣瀬と申

します。 

開会に当たりまして、本日の評価報告の趣旨と申しますか、位置付けについ

て簡単にご紹介させていただき、開会に当たっての挨拶とさせていただきたい

と思います。 

【司会：福﨑 智恵 委員】 
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【廣瀬 克哉 委員長】 

こちらに今持ってまいりました

が、さいたま市では今から約２年前、

２００９年の１１月に「しあわせ倍

増プラン２００９」という市の重点

事業のパッケージを行政計画とし

て策定しておられます。このパッケ

ージの中の重点政策をどのように

検証しながら進めていくかという

ことが冒頭において計画として盛

り込まれておりまして、平成２１年

度から２４年度までの「しあわせ倍

増プラン２００９」の達成状況を毎年度１回開催する市民参加による検証大会

によって検証することとしています。これを担当するため、平成２２年７月２

日に市民評価委員会が設置され、昨年行った評価につきましては、昨年の１２

月１８日に市民の皆さんに報告をいたします市民評価報告会を開催したとこ

ろであります。 

今年度におきましても、６月６日に８名の公募委員、それから市のさまざま

な地域、あるいは経済界等々関係の団体の代表者の方、そしてまた有識者等合

わせて１４人で構成される市民評価委員会が設置をされ、今年度延べ１０回の

会議を開催して活発に議論を重ねながらこの「しあわせ倍増プラン２００９」

の昨年度１年間の達成状況についての評価を進めてまいったところでござい

ます。 

特に、これは２００９年に策定をされまして、２００９、２０１０、    

２０１１、２０１２と、４年度にわたる計画となっておりますけれども、策定

の初年度は１１月の策定で、その翌年３月末までの進捗の評価でありました。

そして、今年は２０１０年度の丸一年間の進捗状況の評価でございますので、

丸一年フルに取り組まれた状態の評価としては今回が初めてということにな

ります。    

他方で、既に３年目に当たります２０１１年度が半分少々過ぎておりますの

で、その意味では今日の評価報告をフィードバックして、それを踏まえて今後

の改善に役立てていただくとしますと、これはもう節目の年であって、来年、

今年と同じ時期に行うとすれば、来年の時点で出てくる３年目の評価はもう４

年目が半年過ぎておりますので、どちらかというともう事後評価ということに

なってまいります。今後の改善のための達成状況の中間の点検としましては、

今年が節目の年ではないかと思っておりますけれども、その節目の評価をこれ

から皆さんに報告をさせていただく、そういう趣旨でございます。 

 そしてまた、これが清水市長が２００９年５月の市長選挙で掲げられました

マニフェストの項目が市の事業として、市の行政計画としてどのように取り組

んでいくかというのを取りまとめたのが、この「しあわせ倍増プラン２００９」
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ですので、この清水市長の任期の中間における進捗状況の評価という意味も持

っていることになります。 

では、これから２時間弱の時間となりますけれども、市民評価委員会からの

２０１０年度の達成状況の報告につきまして、順次説明をしてまいります。ど

うぞ耳を傾けていただきまして、また疑問点については質疑応答の時間を設け

ておりますので、そこで活発にご議論いただければ幸いでございます。 

以上を持ちまして、まず今日の報告会の趣旨の説明を兼ねまして、開会の挨

拶に代えさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。それでは、早速ですが、「しあわせ倍増プラン  

２００９」の評価結果についてご報告させていただきます。本日は、会場正

面のスクリーンに資料映像を映しながらご報告いたしますので、そちらにご

注目ください。本日お配りしております市民評価報告書は、適宜ご参照いた

だきながらお聴きください。 

なお、ご来場の皆様からご質問をお受けする時間は、委員からのご報告を終

えた後に用意しておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、最初に委員長職務代理を務められた長野委員から、評価結果の概

要としまして、評価方法及び評価基準、評価結果等についてご報告いたします。 
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２ 評価結果の報告 

①評価結果の概要 

 

○長野基委員長職務代理 

それでは、私、長野より今年度の評価結果の概要について、皆様にご報告い

たします。皆様のお手元には本報告書の本編、そしてパワーポイントの資料が

お手元にいっているかと思います。同じ画像を皆様の正面のスクリーンにも映

してまいります。そちらをご覧いただきながら内容を確認していただければと

考えております。（※資料１参照） 

まず、本年度は平成２２年度の評価を行っております。カレンダー上では１

年前のこの時期の評価でございます。なお、先ほど廣瀬委員長からお話があり

ましたとおり、平成２２年の１２月にご報告申し上げましたものは、プラン策

定から年度末までの間のものでございました。そういう意味では、この１年間

の評価をしたのは、今年度が初めてということになります。 

ただ、私どもの評価のあり方はあくまでも１年間ごとの単年度の目標設定に

対して、その単年度のパフォーマンスがどうなのかを見ております。 

４年間全体でどこまでかと

いうわけではございません。し

たがいまして、少し感覚的に違

うのではないかということが

ありましたならば、その点はあ

くまで単年度ごとの目標がど

うなっていたのかということ

であります。 

なお、この図が出ております

ので、先ほどの廣瀬委員長の話

を確認しますと、平成２３年度

の評価というのは２４年度の

【長野 基 委員長職務代理】

（※資料１）
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（※資料３）

（※資料４）

このライン、このあたりでやるということになりますので、そういう意味でも

今回が中間的な評価になるということであります。 

さて、続きまして評価の基準で

あります。（※資料２参照） 

繰り返しになって恐縮なので

すが、あくまでも単年度の目標

が設定されておりますので、そ

れにほぼ見合う成果があった場

合にはこの「ｂ－７」をつける

ことになります。行政計画です

から、これがある意味一番多く

ならなければいけないというこ

とになりますし、逆に言うと、

ここから下のこの部分はできるだけ少なくしなければいけないということに

なります。では、その結果がどうだったかというのがその次以降の話になりま

す。 

 なお、今回は昨年度と違いまし

て、重点を絞って評価の時間をか

けることにいたしました。 

（※資料３参照） 

基本的には、行政職員による内

部評価の資料を、その書面の内容

を信頼して、そしてその上で特に

大事であると我々が考えた５０

の事業に絞り込んで、つまり４０

パーセント程度に絞り込みまして、

担当の所管課の課長の皆様にヒアリングをして、さらに詳しく情報を得て評価

をするとしております。そのほかは書面でということになります。 

なお、１３９の事業であります

けれども、昨年度時点で２本の事

業が終了しているものがござい

ますので、今回の評価報告書の 

１３７本の事業結果が載ってい

るということになります。 

さて、次でございますが、その

概略ということでございます。

（※資料４参照） 

先ほど申しましたとおり、  

１３９の事業の中でもう２本が

（※資料２）
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（※資料５）

（※資料６）

終了しておりますので、それ以外が１３７事業になるわけですが、予定どおり

進捗していると我々が評定したものがおよそ１００事業でございます。 

残念ながら未着手あるいは大幅な遅れがあるものが若干ございます。それか

ら目標に比べて少し遅れているぞというのが大体これくらいあったというこ

とになります。逆に、単年度ベースで見た目標を大きく上回る成果があったと

いうケースのものがこれくらいあったということになります。 

この内容をさらに詳しく見て

みますと、次のグラフになりま

す。（※資料５参照） 

こちらが分野別での報告にな

ります。もちろん、分野は構成

している事業の本数が違います。

したがいまして、すべて同じ位

置付けになるというわけではご

ざいませんが、見ていただきま

すと、行動宣言の部分など、こ

れら市のスタンスとしてこれ

はやるよというものについてはほぼ予定どおりです。 

あるいは、内部改革がというこの部分については比較的何とか予定どおりで

すが、逆に市民の皆さんに働きかけをして協力を得てようやく成果が上がるよ

うなものだったり、あるいは昨今の経済動向を踏まえてなかなか市の努力だけ

では難しい事業があった領域につきましては、点数が低くなるということにな

ります。 

これは、この１年間の概略で

ありますが、これを昨年度と比

べて見ますと（※資料６参照）、

この数字が若干変動しておりま

す。先ほどの時間軸のご報告を

しましたとおり、去年はプラン

が策定され、年度末までのおよ

そ４か月間を対象としました。 

したがいまして、どうしても

計画目標自体が準備をするとい

う目標になっておりました。単

年度の目標が準備をするとなっていました。 

ですから、準備をしたということであれば予定どおりということでありまし

た。今年の評価では、いよいよそれがどの程度の数値目標であったり、あるい

は事業の結果が生まれるか具体のチェックが入ります。 

そうなると、この部分が少し減るということになります。昨年に比べますと、
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（※資料７）

（※資料８）

平均点でこれだけの差が、主にはこの部分が昨年度よりは厳しい評価となった

という結果になりました。 

 さらに、昨年度の変化をもう少し詳しく見たいのですが、分野別の先ほどの

グラフにありましたとおり、７点というのが予定どおりということなので、そ

の予定どおりという基準を見た場合はこのあたり、そしてこういうように低い

ものが出てまいります。（※資料７参照） 

もう少し先のスライドで、 

特に低い事業を取り上げてい

くのですが、領域だけで見て

みますと、例えばこちらの方

は議会との関係がありますの

で、行政側としては準備した

けれども最後議会で可決され

なければ施行には移れません

ので、どうしても低い評価と

いうことになります。 

また、先ほど申しましたよ

うに、例えば大規模な都市計

画事業のようなものが含まれている場合ですと、どうしても地権者の対応など

が含まれまして、なかなかうまく進まなかったというのも存在しています。 

こちらのように、分野別で見た場合には、このようなエリアがほぼ予定どお

り進んでいるのですが、このあたりというのは少し厳しい状況にあるというこ

とになります。 

 今度は、分野から個別の事業の方へ移っていくのですが、皆様のお手元に、

少しわかりづらいかもしれま

せんが、平成２１年度の評価

では予定を大きく上回った、

予定どおり、少し遅れがある

という「ａ・ｂ・ｃ・ｄ」の

グラフ、逆に今年度、予定を

大きく上回った、予定どおり、

少し遅れがあるぞ、大きく遅

れがあるぞというのをこのマ

トリックスにしてみました。

（※資料８参照） 

当たり前と言えば当たり前

なのですが、予定どおりの「ｂ」というところが最も大きくなるのであります

が、問題点は次であります。 

遅れているというのがここに並んでいるのですが、しかも去年も遅れている
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（※資料１０）

し今年も遅れているというのがこれだけあるというのがわかりました。あるい

は、去年も遅れているし今年も大幅に遅れているというのがこのあたりで、要

注意という政策領域であります。これがこれくらいあるのだというのが見えて

まいりました。 

個別の点数につきましては、皆様のお手元の資料の巻末の方に載っておりま

すので見ていただくのでありますが、これだけ要注意な事業項目があるという

ことになります。 

そして次ですが、この評

価のメカニズムとしまして 、

行政職員による内部の評価

と私どもの外部の評価を突

き合わせるということが大

きな特徴です。（※資料９参

照） 

このように横で見ていた

だきますと、私どもの外部

評価の方が「ａ」ランクに

つきましては４つほど差が、

逆に「ｃ」の方では２つほど、行政職員の方による内部評価に比べると、いや

それは少し点を付け過ぎではないでしょうかという項目がこれだけあったと

いうことがこちらの結果でございます。 

また、先ほどの要注意という言葉を踏まえますと、このエリアの領域は、単

年度目標で見た場合に遅れているので気をつけなければいけないということ

になります。 

さらに、この内部の評価

と外部の評価の差を少し詳

しく見てみますと、このよ

うなことになりました。（※

資料１０参照） 

およそ１割の評価、事業

項目については、行政職員

による内部評価よりも我々

の方が高い点数をつけてい

ます。平均点で見ています

ので、その意味では一人一

人の評価委員で言えること

ではないのですが、あくまで平均点で見た場合なのですが、およそ１割の事業

については、内部評価より我々の方が高くつけています。 

逆に、こちらは低くついているということですね。この行政の内部の視点と

（※資料９）
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我々外部の視点の差がこのように出ているということになります。 

では、この上回ったものと下回ったものの中でどれが最も差がついたのか、

その差が大きいものについて、次のスライドでご紹介したいと思います。（※

資料１１参照） 

赤印が我々評価委員会の方が低く付けたもので、プラスと書いたものが我々

評価委員会の方が行政の内部の採点よりも高く評価したものです。 

このような点数になって

います。この高く評価した

条例に関することは、条例

は可決されていないので

「ｃ」という評価なのです

が、私どもの方ではもう条

例文を全部成案してちゃん

と議会に出しているので、

それは可決されなかったと

しても準備としては一定程

度進んでいると考えて、内

部評価より高い点数をつけ

ています。 

それ以外に関しましては、そうは言っても、もう少し厳しく評価するのが市

民感覚ではないのでしょうかということで少し低いものが多く並んでいます。 

なお、この中で一番点数の差があったこの部分の高齢者サロンというのは、

少し説明をさせてください。 

こちらは、行政のプランでは当初の内容からしたときに、昨年度私どもの委

員会の協議の中でこれは市全域で見た場合に高齢者サロンという役割を担っ

ている組織がどれだけあるのかをもってカウントした方がいいのではないの

かなどの意見があったので、今年度は行政職員の方は高齢者サロンという機能

があるものがいくつあるのかと実績をカウントなさっていたのですが、評価委

員会の検討の結果、プランを詳細に見ると、これはあくまでも行政が一定の関

与をして具体的に補助金を出して行っているものと非常に狭い目で見てみる

べきだという結論になり、そこで改めてカウントしたところ、目標設定数から

かなり下回った結果だったということがわかったので、そういう意味でこの評

価すべき対象数の減少ということがあり、大きな差がついているということに

なります。 

このように、上回ったもの下回ったものということで分析した結果としまし

て、うまくいっていない原因というものをいくつかにタイプ分けをしました。

それが次のスライドです。（※資料１２参照） 

 詳細につきましては、お手元の報告書の２１ページ以降に書いてあります。 

（※資料１１）
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（※資料１２）

例えば、シルバー人材

センターなどの事業、あ

るいは観光客の誘致、誘

客などが含まれる２１ペ

ージを見ていただきます

と、こういったものにつ

きましては観光客の誘致

などに関しましては景気

の変動もあり、なかなか

市単独では難しいという

こともありますが、シル

バー人材センターの問題

などに関しては、背景と

なっている法律や労働基準監督署からのご指導など、少し事業前提が大きく変

わっている面がございます。いくつかのものに関しましては、そもそも作戦の

練り直しをしたらいいのではないかというのが一つの領域として浮かび上が

ってきました。 

２番目のこの部分、皆様のお手元の２１ページですと、パブリックコメント

だったり、あるいは民間の建築物の緑化など、これは補助金を提供して緑化を

図っていくということなのですが、これが目標どおりいっていないということ

でした。これは、助成金を出して緑化してもらうなどの例が典型になるのです

が、どうもその補助金の使い勝手がよくなかったり、あるいは必要とされる市

民の方にちゃんと情報が届いていないということで、これはひと手間というの

でしょうか、一工夫というのでしょうか、制度的な運用上の工夫をもう少しす

る必要があるのではないかというものが、第２のカテゴリーとして出てまいり

ました。 

３番目です。先ほどの例に挙げました高齢者サロンなどでは、地域の方の力

が大変大きな要素となってまいります。また、２２ページになりますが、大宮

の東口の再開発の問題などでは、やはり地権者の方のご理解といったものも大

変重要になります。関係機関との、あるいは関係する方々との調整により力を

込めなければプランはなかなかうまく進まないという領域であります。これが

第３の領域です。 

最後ですが、例えば、市の政策の重要な会議であります都市経営戦略会議の

結果がスムーズに公開されるという目標に対し、それがなかなかできていない

など、どうも市の内部のスケジュール管理上の問題があるという領域も存在し

ていました。 
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（※資料１３）

これらの問題の類型ごとにそれぞれに適応した対策をとっていかないと、遅

れは取り戻せないのではないかということが見えてまいりました。 

逆に、目標を上回っているものもあります。（※資料１３参照） 

それは、これまでの評価を

踏まえて、予算の配分の仕

方をより重点化したことが

その要因にあるというもの

も見えてまいりました。こ

れらを参考にしながら、工

程の管理に力を尽くしてい

ただきたいと考えておりま

す。 

また、工程表を先取りし

て計画以上の取組をなさっ

ているものも存在します。 

これらの成果を他の政策項目につきまして、応用していき、そしてより発展

を図っていただければと考えております。 

以上が我々の評価の概略でございました。今後の提言につきましては、廣瀬

委員長の報告にお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

報告の中でお手元の資料をご参照いただきますよう申し上げましたが、パワ

ーポイントのスライドにつきましてはお配りしておりません。報告書をご覧い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、市民評価委員会からの提言のうち、今後の倍増プランの進捗管

理等について廣瀬委員長からご報告申し上げます。 
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（※資料１４）

２ 評価結果の報告 

②評価委員会からの提言 

 

○廣瀬克哉委員長 

では、引き続きまして今後の

コメントと申しますか、市民評

価委員会からの提言につきま

して、私から説明をさせていた

だきたいと思います。 

ここまでの評価結果につき

ましては、先ほどもお示しした

この「しあわせ倍増プラン２００９」、この計画そのものがいわば物差しとな

っております。 

この物差しに照らして、現実にちゃんと予定どおりに進めば「ｂ－7」とい

うことになる。遅れている、進んでいるというものが先ほどご説明したように

何項目ずつかあるということでもございますが、２年目を終えまして、３年度

目の途中にある現時点から見ますと、少しこの物差しそのものの再検討もいる

のではないか、それをどういう観点から見直しをしていくべきかということを、

以下４点ほど提言をさせていただきたいということであります。 

報告書では２４ページ以下のところに記述してございます。（※資料１４参

照） 

まず、１点目ですけれども、

物差しそのものが比較的、概

括的に書いてある、あるいは

抽象度が高いというところで、

確かに取り組まれてはいるの

だけれども、これを取り組む

ことで何をどこまで達成する

というのが本来目指すべき達

成目標かということが抽象的

にはわかるけれども、こう取

り組みましたというご報告を

いただいてみると、これを、

１００点と言っていいのか、

１２０点なのか、あるいは８０点なのかということが、なかなか物差しとして

計りにくいものがございます。 

何をどこまでやるのか、そしてその何をどこまでやるということが事業全体

の達成目標、何にどのような効果をもたらすことを目指すのか、それに照らし

て積極的な事業目標になって必ずしもそこに至っていないやや抽象度の高い
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【廣瀬 克哉 委員長】 

目標設定の項目がございますので、これについて強化していただきたいと思い

ます。これが１点目です。 

それから２番目に、２００９年の秋に向けて検討を進められて具体化された

物差しがこの「しあわせ倍増プラン２００９」でございます。 

その後も大きく社会経済情勢は変化しております。今年も、３月１１日の大

震災のような大きな変動要因も生まれてきております。 

 

その中で、よい方向

で言えば、２００９年

の時に予測していた

よりも世の中の流れ

が早く望ましい方向

にどんどん進んでい

るので、そのままの目

標で言えばもう達成

してしまった、だから

その意味では、物差し

を元のままにすれば

「ａ」の評価になりま

すけれども、もっと先

までいけるのではな

いかということにつ

いては、更に次の目標

を設定していただき、引き続き取り組んでいただくことが成果を更に上げてい

くことにつながります。 

他方で、非常に経済情報含めていろいろと困難な社会状況も出てきている中、

なかなか当初立てた目標の実現は難しいのではないかというものもございま

す。そういうものについては、何らかの次善の策としての修正目標というもの

も立てながら、その困難な状況の中で、しかしどこまで実現しなければいけな

いかということを改めて見直していく領域も必要になるのかと思います。これ

が２番目でございます。 

 それから３番目は、例えば、何々計画を策定する、あるいは何々条例をつく

るというもので、条例や計画が策定されれば、「しあわせ倍増プラン２００９」

の目標から言えば完了となります。その完了において、完成するものもござい

ます。今年１３９事業のうち２つを評価対象にしていないということを冒頭に

申し上げましたが、この２つなどは本当に完了しているものです。 

他方で、計画を立てるというものの場合は、今度はその計画に則って、計画

が立てた目標に向けて取り組んでいただく必要が次のステップとして出てま

いります。「しあわせ倍増プラン２００９」では、計画をつくることをまずは
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（※資料１５）

到着目標として掲げられましたけれども、既にそこまできているのであれば、

今度はその計画をどう実施していくかという次のステップの目標設定をぜひ

お願いしたいというのが３番目です。 

 それから４番目ですが、これはなかなか難しい面もあろうかと思いますが、

ある意味、物事を重点的に取り組もうということで資源の配分をしっかりすれ

ば、当然進むということが期待できるわけであります。 

例えば、予算を必要としない事業はほとんどないわけでありまして、予算を

しっかりと配分すればそれで予定どおりの取組は実現可能になる。ただ、それ

はもう少し経済的に実現できなかったでしょうか、今予算というものは限りが

ある中で取り組んでいくわけですから、コストパフォーマンスの要素を盛り込

んだ形での、特に予算の投入によって事業の実績を上げていくというタイプの

事業項目については、コストパフォーマンスの要素をぜひ入れていっていただ

きたい、というのが４番目の項目でございます。 

さて、それからいろいろな事

業について議論をしている中

で、時々出会ったのが、確かに

予定どおりに取り組まれてい

て、何を何回開催されます、こ

れこれという制度を整備しま

す、ということについては確か

に達成されてはいるのだけれ

ども、その取組が何を目指して

いたのかという観点に立つと、

それがどこまで達成されてい

るかということが、行政が何をし

たというレベルまでは把握でき

ているけれども、その先の例えば市民生活にどのような効果が出たかというレ

ベルにはなかなか把握ができていないものがいくつかあったように思います。

（※資料１５参照） 

これは、ぜひ市の担当の方に、あるいはまた重点的な項目については市長さ

んに現場にぜひ行っていただいて、その当事者とのコミュニケーションを密に

していただく中で、市がこれをやりますということを通して何かを目指します、

市がこれをやりますということをやりきったことによって目指したことに近

づいたかどうか、現場感覚をもって検証していってもらいたいというふうに思

う次第であります。 

先ほどの進捗が難しいものの要素の中に、相手方があるというものがござい

ました。関係者との合意、協力をしっかりと実現していかないと初期の成果が

上がりにくいものがございますので、その点では徹底した現場主義で効果とい

うものを検証していただくことを期待してまいりたいと思います。 
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（※資料１６）

それから、今後の重点化（※

資料１６参照）、今年の評価対

象で言うと１３７項目ありま

すが、全部が同じ比重というわ

けではないだろうと。特に例え

ば、従来、軽視していたわけで

はないでしょうけれども、  

３．１１を経験した上で改めて

２番目の項目はこれまでの取

り組み方、何を目指そうという

想定がそれで十分だっただろ

うかということも検証してい

なければならないだろうと思

いますし、財政状況の厳しさというものに直面する中で、厳しい中で縮小再生

産の発想になるのではなく、やはり積極的に市の発展のために投資をしていく、

もう少し俗っぽく言えば、稼ぐための政策もしっかりやりながら、しっかりと

財政基盤を固めていく、という要素も重要性を増しております。 

また、市民や地域やさまざまな団体との協力関係の中で積極的に推進してい

くべきポイント、それは先ほどの現場主義と直結してくる問題であります。 

そして市民アンケート等で必ず上位になっていますのが、高齢化が進んでい

く中で、今後、更に安心して住み続けていける条件を整えていく、そういう意

味での高齢者福祉の充実ということも非常に重要なポイントであろうかと思

います。 

これらの点を重点的に取り組んでいただきながら、３年度目のもう真ん中に

来ておりますけれども、３年度目の取組、そして４年度目の取組へとフィード

バックをかけていただければ幸いだと思います。 

以上、提言でございます。 
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（※資料１７）

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

続いて、委員所感を各委員か

ら順次ご報告申し上げます。 

まず初めに、伊藤委員からご

報告申し上げます。 

 

２ 評価結果の報告 

③委員所感 

 

○伊藤巖委員 

ただいま紹介いただきまし

た伊藤巖でございます。 

平素は多大なご協力誠にありがとうございます。 

今回、私からの所感ですが、ここに出席の皆様をはじめ、市長・役所の幹部

の皆様、事務局の皆様、その他多くの関係者の皆様には、資料作成・文書整理

等いろいろとやっていただきました。 

私はプロではないため、話に伝わり難い部分もあると思いますが、感じたこ

とを述べさせていただきます。 

自治会連合会の代表として、多くの現場状況を見てきた中で、その訪問の回

数へのこだわりを感じます。（※資料１７参照） 

しかし、「訪問の中身」が大切

であって訪問先での意見を聞い

て、それをどう形にし、進むか

の参考にするのであればわかり

やすいのですが、「回数を多く行

った」という話が多く、なかな

か一般の市民には理解できない

のが実態であると思います。 

それから、高齢者等のサロン

については、社会福祉協議会か

ら委託を受け、高齢者が活動し

やすい場所の提供によりお金があまり掛からずに集まり、活動できることを目

的に行っていると思いますが、実際は、特定の方々に偏ってしまっており、本

当に困っている方々は自宅の部屋に入ったまま出てこないのが実態だと思い

ます。 
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【伊藤 巖 委員】 

それを踏まえると、プランと結果が伴っていない部分があると思います。行

政の関係者の皆様は、特に現場でどのような問題がどういう形で動いているの

かというのを特別の流れとともに捉えて

いただければ、より喜ばれる地域になるの

ではと感じております。 

シニアユニバーシティについては、勉強

することは結構なのですが、その成果をど

のような形で地域に戻って活かすか、とい

うことが具体的になれば、価値が上がり、

更に地域が活性化するのではないか、と感

じます。 

自治会では、地域活動を数多く行ってお

りますが、理屈で行うわけではありません、

理屈が多いと自治会員本人がやりがいを

失い皆引いてしまいます。今日も雨の中、

「防災訓練」を行ってまいりましたが、周

囲は自治会役員・民生委員関係者などがほ

とんどで、市民参加割合が低く感じられました。 

やはり、地域活動には、理屈は不要、参加して良い点、悪い点を具体的に改

善点として見出すというのが一番あるべき形ではないかと感じています。おそ

らく今回ここにおいて、自治会から多くの参加があるようには見受けられませ

んし、その辺も問題の結果ではないかと感じております。 

耳の痛い話かもしれませんが、現実にはそういった状況であるということで、

ご勘弁いただき、私の所感とします。どうもありがとうございました。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

続きまして、猪野委員からご報告申し上げます。 
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（※資料１８）

 

【猪野 智久 委員】 

○猪野智久委員 

桜区在住の猪野です。学生という立場から、昨年に引き続き公募市民として

委員を務めさせていただきました。 

主に個人的に注目していた分野と施策に関する意見を述べさせていただきま

す。 

私は、この事業評価を行うに

当たって常に意識していたの

は、もし自分がさいたま市に住

み続けるならば、というものを

意識しておりました。 

これを考えてみたときに真

っ先に私が関心を持ったのは、

子ども分野でした。 

（※資料１８参照） 

将来の自分の子どももしか

り、これから未来を担う子ども

たちがどういう環境で育って

いくのか、そこに大変興味がありました。 

特に、事業ナンバー１８－１番の「読み・書き・そろばんプロジェクト」、

事業ナンバー２１番の「土曜チャレンジスクール」には注目していました。 

自分もかつて書道やそろばんを習っておりまして、あと土曜日は学校があり

まして勉強していました。 

そういったことを考えると、子どもの

基礎学力や学びに対する姿勢にかなり

影響を与える事業ではないかという印

象が強かったので、こちらの分野への関

心が高まりました。 

「読み・書き・そろばんプロジェクト」

では、進捗度に関しては「ｂ－６．１」

という評価で、一部、土曜チャレンジス

クールにおける実施コースに遅れがあ

ったのですけれども、それは残念でした

が、今後、事業が進捗していく中で子ど

もたちに何かしらよい変化がもたらさ

れることを期待しています。  

「土曜チャレンジスクール」について

は、進捗度は工程表どおりでしたが、一

方で事業の効果についての検証作業が不十分ではないかなと感じました。 

職員の方からは間接的に指導者の声は聞いているが、直接的に現場の子ども
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たちの声は聞いていないということで、それでは施策効果は見えてこないと思

います。今後はぜひ現場の生の声を聞いて、それを事業に反映させてほしいと

思いました。事業の実施に伴う検証作業の充実、これをしっかり行ってほしい

と思います。 

一方、僕は理系で太陽電池とかの研究をしているのですけれども、環境分野

の関心も高かったため、環境・まちづくりの分野にも注目してみました。 

こちらの分野では、事業ナンバー４２番から４３番のそちらのパワーポイン

トで示してある３つの分野に注目しました。 

ＬＥＤ化事業については、目標を大きく上回って「ａ－８．６点」という評

価、太陽光発電事業については目標どおりの進捗で「ｂ－６．９点」という評

価、次世代自動車の普及については、公用車への導入及び急速充電器の設置に

遅れがあるものの、次世代自動車の登録台数は大きく伸びており、これら３つ

のエネルギー関連事業は順調に進んでいるという印象を受けました。 

また、職員の方より E－KIZUNAサミットがさまざまな地域や企業に影響を与

えると、そういった報告を受けまして、さいたま市が電気自動車、エネルギー

分野等で世界をリードしているのだなという認識を強くいたしました。そうい

った市のプラスのイメージになるそういう部分というのは、もっともっと積極

的に市民にも伝えていってもよいのではないかと思いました。 

誰もが憧れて誇りに思えるようなまちづくりを期待しております。 

学生ということで臨んだのですけれども、やはり学生というのは、さいたま

市に住み続けるとは限らないわけで、多くの学生が市外もしくは県外に出てし

まうと、そういった時に学生がまたその出て行った後で、さいたま市は良かっ

たなと、さいたま市に住んでいた方が良かったなと、逆にまたその後になって

戻ってくるような、そうしたまちづくりをぜひ、していただきたいと思ってお

ります。そういったところでやはり、憧れというか住みやすかったというよう

なまちづくりを今後期待しております。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

続きまして、木島委員からご報告申し上げます。 

 

○木島好嗣委員 

皆様、こんにちは。評価委員の木島好嗣と申します。よろしくお願いいたし

ます。皆様の中で東京都内へ通勤していらっしゃる方はいらっしゃいますでし

ょうか。私は、東京の方に勤務している者でございまして、毎日さいたま市か

ら通勤をしております。そのような立場から今回評価委員会に参加させていた

だきまして、評価のほうに参加をさせていただいたと同時に、そこから感じた

ことがいろいろございましたので、それを今日申し上げさせていただければと

思っております。 



 

 

 - 21 -

（※資料１９）

 

【木島 好嗣 委員】 

本日、私が申し上げたいこと、皆様にお伝えしたいことは２点になります。

（※資料１９参照） 

まず一つ目、評価でございます。先ほど廣瀬委員長、長野委員長職務代理か

らご報告いただいた評価でございますけれども、特に、この中で私が注目して

いただきたいというものがございます。 

これが提言として委員長

から報告があった事項でご

ざいます。 

委員会でいろいろと議論

を行ってまいりましたけれ

ども、やはり今後ポイント

となるかなと感じたのはこ

の提言の部分のところだと

思っております。 

この部分はこのしあわせ

倍増プランを完了に向けて

進めていく中で必ずいつか

ぶち当たる壁であったり、

評価の基準として見直さなければいけないところであったり、いつか見直すこ

とが必要になってくる部分だと感じております。 

市民の方々にも注目していただき

たいとともに、市の運営にかかわる

方々に今後施策を行う上で重視して

いただいて、実施していただきたい

事項がこの提言だと思っております。

ぜひ、そこはよろしくお願いいたし

ます。 

もう１点です。先ほど冒頭に申し

上げましたが、私は東京に通勤する

サラリーマンでございまして、年代

は３０代でございます。そこでその

３０代のサラリーマンとして、この

しあわせ倍増プランに関わってきた

中で感じたことを申し上げさせてい

ただきたいと思います。 

この世代は、子どもをお持ちの方

もたくさんいらっしゃると思います。  

まさに子育ての世代、と同時に高齢者を支える世代だとも思っております。

しあわせ倍増プランには高齢者の方々を応援するプランもございます。 
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また、子ども世代の方々に向けたプランもたくさんございます。 

一方で我々世代と申しますか、３０代に向けたプラン、直接的なプランとい

うのはあまりないのかなというところを感じております。 

ただ、直接この世代に向けたプランをもし実行すれば、かなりこれは効果が

高いのではないかなと思っております。 

この世代が住み続けたいまちと思う、もしくはこのまちに住み移りたいと思

い、この世代が増えれば、さいたま市の発展にとっては、かなり大きな効果が

あるのではないかなと思っております。 

次のしあわせ倍増プランでは、この世代に向けたプランが多く盛り込まれる

ことを願ってやみません。 

最後になりますが、私はさいたま市がとても好きでございます。よいまちに

なってほしいと願っております。この評価委員会に参加させていただいて、少

しでもさいたま市の発展に寄与できたのであれば幸せでございます。どうもあ

りがとうございます。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

続きまして、高島委員からご報告申し上げます。 

 

○高島清委員 

皆さん、こんにちは。 

さいたま市ＰＴＡ協議

会から委員として出向さ

せていただきました高島

でございます。 

ＰＴＡ協議会の代表と

いうことで、子どもに関す

る事業はもとより、すべて

の事業を次世代を担う子

どもたちにとってどうあ

るべきか、そのような視点

から評価させていただき

ました。（※資料２０参照） 

感想につきましては、手元の資料に書いてあるとおりですが、子どもに関す

るプランはこの１３９事業のうち２４事業ということで、結構多いところでご

ざいました。 

ＰＴＡの経験がある市長、そしてさいたま市の皆さんの子どもに対する、青

少年健全育成に対する意識の高さ、子育てに対する意識の高さを感じている次

第でございます。 

（※資料２０）



 

 

 - 23 -

 

【高島 清 委員】 

その中でも私が注目したのは、土曜チャレンジスクールの件でございます。 

こちらは、小学校、中学校、高校とチャレンジスクール「どちゃれ」を始め

るということでございましたが、やはり小学校、中学校、高校と、中学校、高

校も基礎学力の底上げや地域とのふれあい、そして異世代との交流等々は大事

だと思いますが、やはり中学校、高校

は部活等々で忙しい中、どのような形

で授業を進めていくか、そのようなと

ころを意識して事業展開していただけ

ればといいのかなと思いました。 

さまざまな事業を評価させていただ

きまして、このさいたま市が子どもた

ちが輝く絆で結ばれたまち、更なる幸

せを実感できるまち、そのようなさい

たま市となることを心よりご期待申し

上げまして、感想とさせていただきま

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

続きまして、延原委員からご報告申し上げます。 

 

○延原正弘委員 

延原です。まず委員所感の第

１点目ですが、委員長の提言の

中にありましたように、まず第

１点ですけれども、委員所感と

しては、４年間、または単年度

の目標が不明確な部署が結構

たくさんあります。 

（※資料２１参照） 

これは、昨年から比べれば若

干減少してきていますが、これ

は本来ならば私達が評価の対

象外とすべきだったかもしれません。 

あるいは、達成度をゼロとしても構わなかったかもしれません。 

いずれにしても、委員会で評価をする上で最大の問題点でありまして、目標

を立てる職員の意識改革が絶対的に必要であると思います。 

（※資料２１）



 

 

 - 24 -

 

【延原 正弘 委員】 

第２点目として、９月末に平

成２４年、来年度の予算編成の

関係だろうと思うのですが、２

４５億円の財源不足が発生す

るということを市が発表しま

した。（※資料２２参照） 

一方で、しあわせ倍増プラン

のほとんどが額の多寡は問わ

ず支出を伴います。 

すると、市の収入を図る施策

がどうなっているのかという

ところでお手元の資料７３ペ

ージのところに、５４－２と、５４－３というのを取り上げてありますけれど

も、テクニカルブランド認証事業というものですが、これは達成率「ａ－   

８．６」ということで非常に高いで

す。（※資料２３参照） 

それから、企業を誘致しましょう

という、これは１１社誘致しました

から達成度は「ｂ」で点数も非常に

高いです。いずれの事業も平成２２

年度もよかったし、平成２１年度に

比べてもよくなっています。 

ところがその内容をよく見ます

と、例えばテクニカルブランド認証

事業というのは、一見達成度は高い

のですけれども、この事業そのもの

のブランド力は非常に低いです。 

すなわち、マスコミはほとん

どこれを取り上げていません。

ブランド、認証された企業側

からすれば、さいたま市が認

証してくれたということは非

常に大事なのですけれども、

それが全国的に伝わっていな

い。すなわち、目標の中にブ

ランド力を高めるという目標

が入っていないのです。これ

はぜひ入れ直していただきた

い。 

（※資料２２）

（※資料２３）
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それから戦略的企業誘致ですが、これは１１社も誘致していただきましたの

で、市の法人市民税等々で増収を図ることができます。達成度も非常にいいで

す。ただ、当初目標は４年間で４０社を誘致するということですが、これをさ

らに高い目標に変更して、残り２年をやっていただきたい。 

それからもう一つ。これらの事業というのは雇用倍増プロジェクトに分類さ

れています。市の収入を図るという観点からこれらを見直したときに、果たし

てこの分類でよいのかどうかということは、市長はじめ市の内部でよく議論を

していただきたいと思います。以上です。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

続きまして、橋本委員からご報告申し上げます。 

 

○橋本克己委員 

去年に続きまして２年目の市民評価委員として評価をしました橋本と申し

ます。 

私は、木島委員とは違いまして、実は仕事でさいたま市に来ています。 

ＮＰＯの法人を立ち上げまして、１３年間さいたま市で仕事をしておりまし

て、非常に行政との関わりというのは許認可、あるいは指導、相談ということ

で関わることが非常に多くありました。 

非常に行政というのは縛りがあって大変だなと常に思っております。 

ただ、その縛りを少しでも解いていく、それがこのしあわせ倍増プランだっ

たと認識しております。 

その中で一つのシナジー効果ということで、去年も私、お話をさせていただ

いたのですが、やはり横断的

に事業を実施していく、管轄

している課だけではなく、こ

の辺はより効果を生むために

も他の部署との協同というの

は非常に重要ではないかと思

っております。（※資料２４参

照） 

聞きとり調査、ヒアリング

の中でも話がありましたが、

地下鉄７号線を進めていくと

いう中で、まちづくり、そう

すると自然とそこに道、都市計画の問題も出てくる。 

どうするのか、あるいは観光客の問題をどうするのかということが各部署で

一つ一つで行われている印象をすごく持ちました。やはり、その辺は連動して

（※資料２４）
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【橋本 克己 委員】 

（※資料２５）

いくということが非常に重要で、今からでもコントロールタワーとしてしっか

り機能していくというのがとても重要ではないかと思っています。 

ただ、この市民評価委員会を経験して私がすごく感じているのは、改めて行

政の持っている範囲の広さ、

いわゆる立法、司法以外の作

用をすべて行政がやっている。

そうすると、ゴミの収集から、

さいたま市では打ち上げてい

ないと思うのですが、気象衛

星とか、そういったところま

で非常に幅広く作用があると、

そういったところまでしっか

り取り組んでいくというのも、

先ほどお話をしましたが、い

ろいろな縛りがある。その縛

りを実は私たち市民も知って

いく必要があるなというふうに思っています。 

こういった市民評価委員会で実は、どこが課題があって、どこが問題で、ど

ういうところでつまずいているのかということをきちんと付け合わせていく

作業が、これから市民を巻き込んでいく本当の政令指定都市としてさいたま市

の独自性が生まれていくのではないかというふうに思っています。 

これからのしあわせ倍増プランに期待していきたいと思います。ありがとう

ございました。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

続きまして、林委員からご報告申し上げます。 

 

○林美絵委員 

今年から評価委員会に参加させ

ていただきました林と申します。 

このたび一会社員の立場からこの

評価事業に加わることができまし

て、市政に貢献させていただいた

ことを大変ありがたく思っており

ます。評価を終えまして、私の所

感と申しますか、感じた課題を５

つほど表示させていただいており

ます。（※資料２５参照）
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【林 美絵 委員】 

 まず１点目ですが、先ほど委員長からの提言、また各委員からもございまし

たが、現場職員の方々の声を聞いて、プラン実現後の問題解決や発展に力を注

ぐことにも対策と予算を講じていただきたいと思います。 

２点目は、特に高齢者分野で思ったことなのですが、施設名称等でわかりづ

らい、または利用するのに抵抗があるという声も現地視察に参加した際に聞か

れましたので、直感的にわかり

やすくかつ人を傷つけない名

称を考慮していただきたいと

感じました。 

３点目は、項目によってなの

ですが、市内の区や施設によっ

て随分取組結果にばらつきが

ございました。よく実施されて

いるところとあまり実施され

ていないところが混在してい

るのが、いくつか見受けられま

したので、そういう実施の偏り

がないことも課題だと感じま

した。 

４点目は、雇用問題など重要度の高い項目で２年連続評価が低く、かつ打開

策が乏しいと思われるものに関しては、できるだけ最優先して改善すべきと考

えております。 

最後に５点目ですが、当初の目標の達成も大事なことなのですが、年度や時

期によっての問題の吸い上げや問題提起と対策を期待したいと感じておりま

す。 

ただし、この１年を通しまして評価が標準７点以上の項目に関しましては、

その過程も結果も一つ一つ丁寧に取り組まれてよい成果となっており、できう

る限り民意を反映しようと真剣に取り組まれている姿勢を感じました。 

よりよいさいたま市のために今後ともご尽力くださることを期待しており

ます。ありがとうございました。以上です。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

続きまして、私、福﨑の番となりますが、この司会者席にてご報告申し上げ

ます。 

しあわせ倍増プラン２００９は市長マニフェストを基にしています。 

そのため、さいたま市のコンセプトが凝縮された政策ばかりでした。 
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（※資料２６）

【福﨑 智恵 委員】 

どれも重要なテーマであり

ながら、政策の重要度を評価す

るには多くのジレンマを抱え

ています。 

昨年度に引き続き、私たち委

員は評価の方法や重点を模索

しながら意見を出し合ってき

ました。（※資料２６参照） 

中間点を折り返し、ある程度

方向が見えてきたことは、報告

書にあるとおりです。委員会で

は個人の意見や観点が重視さ

れるよう、自由な雰囲気を保つよう声を掛け合いながら話し合いが行われまし

た。 

ここで個人の話になりますが、私の評価のポイントは回を重ねるごとにほか

の委員の意見を参考にして変化しました。 

後半では、よりヒアリングを活用するようになり、政策の実施がどのように

行われてきたかを評価基準に加えるようになりました。 

特に今年度は、ヒアリング対象を絞ったことで、より多くの時間を質疑、討

議に使わせていただくことができました。 

ヒアリングでは、例えば政策

の実施に当たって担当者はど

れだけ市民の声を念頭に置き

ながら臨んだか、同時進行して

いる財政改革への責任や貢献

について思慮していたか、目標

設定は不況による市民ニーズ

の当然の変化を考慮したかに

注意し、報告が足りないと思っ

た部分を質問しました。 

私たち委員はそれぞれの政

策がプランとしてまとめられ

ていながら、横断的協調があま

り見られないこと、成果を出しながら低予算に抑えるという視点が足りないこ

と、現場の声が知られていないように思えることなどに気付き、たびたび指摘

しました。 

先に挙げた３つの質問ポイントは、これらの視点を評価点に生かそうとした

ものです。 

評価委員会は各担当政策を扱う部署とは異なり、倍増プランを俯瞰できる立
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場にあります。そこから生まれる総合的な視点や考えが少しでも伝われば、委

員会の意義が果たせるかと思います。 

来年度もますます充実した話し合いとなることを期待し、所感といたします。

以上です。 

 

以上で、市民評価委員会からの評価結果のご報告、及び委員会からの提言、

委員所感を終わります。 

 

３ 質疑応答 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

それでは、この後、評価委員

会としてご来場の皆様からのご

質問をお受けしたいと思います。

ご質問は、お一人３分以内とさせ

ていただき、時間がまいりました

らベルを鳴らしてお知らせいた

します。それでは、どなたかご質

問のある方はいらっしゃいます

か。 

 

●質問者Ａ 

木島委員に質問させていただきたいのですが、木島委員さんがご提案された

３０代のサラリーマンの、東京に通う人達向けにアピールするような政策とい
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うのは、確かに収入増につながるような大切なポイントだと思っていますが、

木島委員さんが掲げられているような通勤時間短縮策以外に、３０代のそうい

った働く人達向けにアピールする政策というのであればどのようなものがあ

るか、木島委員さんのご意見をお伺いしたいと思います。 

 

○木島好嗣委員 

座ったままでご

回答させていただ

きます。 

ご質問いただき

ありがとうござい

ます。 

私が考えている

ことは確かにいく

つかあるのですが、

仕事に直結する考

えだけではもちろ

んないと考えてお

りまして、例えば土

日に私はお休みをいただいております。 

そのときにくつろぎやすい街であったりですとか、あるいは遠方へ旅行に行

くことも多いのですけれども、旅行へ行きやすい街であったりですとか、決し

て仕事だけではなくて、仕事以外の部分で休まる街であることも非常に重要で

はないかなと思っております。 

実は、この評価委員会に選ばせていただくときにレポートを提出させていた

だいたのですけれども、その中にいくつか提言と言いますか、おこがましいの

ですけれども、書かせていただきました。その中でもし参考にしていただけれ

ばと書いたこともあります。 

それがまさに今申し上げた、休日に住みやすい街と旅行にも行けるような街

と書かせていただいております。 

決して仕事に行きやすいだけでなく、サラリーマンにとってやさしい街にす

る方法というのもいくつかあるのではないかと思っております。お答えになっ

ておりますでしょうか。 

 

●質問者Ａ 

ありがとうございます。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

それでは、続きましてお手を挙げられていた最前列の方、お願いします。 
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●質問者Ｂ 

 質問というよりも、このしあわせ倍増プランの原則と言いますか、原理とい

いますか、まず一つ、当初非常にこのプランの報告書の中でよく単年度、単年

度という表現を使っておりましたけれども、単年度のパフォーマンスだという

ことが非常に経費の無駄ではないかという感じをしております。 

なぜ複数年度に変更しないのか。それから、さらに２１年度の１１月から始

まった中間であるとか、何か月しかないような表現をされておりましたけれど、

非常にその辺が本来、１２か月であれば１２か月、あるいは半期であれば６か

月というふうな途中で切らない表現でぜひ今後の計画をやっていただきたい

というのが一つです。 

 それから財政の問題ですが、しあわせ倍増プランというのは当然、お金がか

かることですから、非常に疑問を感じますのは、しあわせになることは非常に

結構なのですが、２００何億ですか、財政が赤字になることが目に見えている

という、平成２４年には２４５億円の財源不足が発生するということでありま

すので、しあわせを考えると同時に当然市民の義務もありますが、市として財

政の緊縮というか、どうやったら逆にしあわせ倍増プランが安価で安い金額で

できるかということも、ぜひ、委員長ないしはどなたかからご回答いただきた

いと思います。 

 

○廣瀬克哉委員長 

 まず、単年度、単年度ということについてのご疑問をいただきました。 

今年度の評価について、例えば、昨年の評価からさがっているものがあると、

積み上げであるならば何で下がるのかと疑問をお持ちになるかもしれません。 

そういうことも考えた上で、何が今回の評価であるかということをはっきり

させるために、つまり単年度評価であって、昨年の評価においては、準備段階

は順調でしたねと評価をしたものの中に、残念ながら実行段階に入るといろい

ろな壁があったりして順調とは言えない点数になったものもある。 

そういうようなことをチェックをしていく、検証をしていくということが２

年目の評価の主眼でもありましたので、その意味でこれはなぜ積み上げでなく

て、積み上げであれば順次上がっていくだろうと、初年度がこの段階であった

のが、２年度に少し上がって３年度にはさらに上がって完成に向かうと考えれ

ば、順次どの事業も上がっていくと捉えられるでしょうけれども、我々は２年

度にここまでいきますというものに対して到達したかしなかったかを見まし

た。 

 なぜかと言うと、初年度は準備ということで予定どおりいっていたけれども、

２年度の上がり方が予定していた、あるいは目標としていたよりも少なかった

場合、初年度より少し上がりましたという評価ではなくて、２年度目、ここま

でいこうとしていたのに、そこにこれだけ足りませんでしたとはっきりさせる
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ことが評価の結果をフィードバックして改善するためには、より明確なメッセ

ージが出せる、そのような思いがあっての単年度ということでございます。 

 ただ、例えば昨年の評価というのが、年度区切りでもって３月までの区切り

がよかったのか、あるいは行政の年度ということでなく、１１月にスタートし

た計画であるので昨年の１１月くらいになったところで評価すればよかった

のかという点についてはそういう考えもあるかもしれませんが、行政のデータ

というのは単年度主義で出てくるものですから、例えばお金の使い方、いくら

かかったかということについても決算の情報などを下敷きにすることになり

ますと、つまるところ年度ごとのデータで見ていくのが４年間全体の評価の見

通しを立てる上ではやむを得ない選択であった、そういうことでございます。 

 それから、財政につい

ての問題点ですけれども、

このしあわせ倍増プラン

２００９そのものの中に

は何と言いますか、行政

改革的なことについての

目標もいくつも入ってお

りますが、ただそれによ

って直接この事業を実行

することによって、どれ

だけ節約につながるかと

いうことにはなかなか個

別の行政改革の項目から

は出てこない部分もございます。 

ただ、トータルに見て、先ほどのこの報告書にもありますし、先ほどの委員

所感の中でも出ましたように、来年度２４５億円の財源不足が見込まれるとい

う財政の厳しい状況でもありますので、先ほどの提言の中でコストパフォーマ

ンスという要素をこの倍増プランの実施に当たって、これまで以上に強化をし

ていただきたいということを強調させていただいたのは、そこを見越してと申

しますか、そういう状況の中で、しかし目標として掲げたことがいらなくなっ

たということではない。 

であるならば、財政全体としての２４５億円が足りないとしても、その枠の

中でどうやったらこの目標に近づけるかということに向けて、これまで以上に

そこに注意を向けた努力をしていただきたいと、そういう形で市の行政の方に

フィードバックさせていただきたいというのが、私たちの考え方です。 

 

●質問者Ｂ 

 確かに原理、原則はわかりますが、私たち市民としては当然さいたま市に税

金を納めてそこから有効に活用してほしいと、特に合併と言いますか、さいた
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ま市が１００何万人ですか、政令指定都市になった瞬間にすべてのものの値段

が上がってきています。 

公共料金と言いますか、高い方にその標準を合わせて、大きいことがいいこ

となのかということが、この辺でやはり１０年経っておりますので、それも併

せてぜひ、倍増プランの中でも、その辺の次から次へとしあわせの倍増プラン

が拡大していくことをすべてが良しとはしませんので、その辺の計画の内容も

すべて財政の状況を見て、ご判断いただければ市民としてはありがたいという

ふうに思っております。以上です。 

 

○廣瀬克哉委員長 

 今の点は今年のフィードバック、それから来年以降の評価においてもぜひ、

念頭におかせていただくということでよろしいでしょうか。 

 

●質問者Ｂ 

 そうですね。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。ほかにご質問のある方はいらっしゃいますか。で

は右手前方の方、お願いします。 

 

●質問者Ｃ 

 今回、このようなわかりやすい資料をまとめていただいて、まず感謝させて

いただきます。 

実際にどのようなことが行われているかわからないで住んで暮らしていた

というのが実態でございましたので、非常にわかりやすくなっております。 

今回この中でこのくらいの密度でしかなかったと思ったのが一つ。これ皆さ

んに対してでなくて、今回この中で高齢者に対する施策の部分が一部ございま

した。おそらく３１から３６といった部分のところかと思います。 

今、さいたま市の人口が大体１２３万人、高齢者が２３万人ですか。１９パ

ーセント少しの高齢化率でございます。近隣の市町村で言いますと、規模的に

少し小さくなりますけれども越谷市がもう既に２４パーセント弱といった数

字になっています。 

ですので、非常にさいたま市自体はまだまだこれから、どんどん比率が上が

っていくであろうと、そのための準備として、このしあわせ倍増プランの中に

入っている項目がこのくらいの量でしかなくて、その半分が正直、大変になっ

ている高齢者に対しての施策なのかなと。 

ご自宅で介護されている家庭であったりとかそういったものとか配食サー

ビスとか一部あったりしますけれども、現実的にそれが本当に救いになってく

るのかなと。 
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それで、先ほどの意見の中でさいたま市が非常に大きくなったという話があ

ったかと思いますけれど、おそらくは今、僕が言った数字というのはさいたま

市全体であるはずです。 

ですから、岩槻区と浦和区が同じ比率であるかと言えば、大幅に違うと思い

ます。地域に即したプランを立てていかなければいけないですし、全体の数字

が大きくなったときには、数字的に非常にしわ寄せをくっている部分というの

がもう手遅れということになりかねないというところがあると思います。 

しあわせ倍増プランの検討という形をとられていますので、当然プランにの

っとったことに関しての検証ということになるのだと思います。 

ただ、普段のベーシックになる市の仕事というものが実はとても重要なとこ

ろで、今、介護に関する部分というのはほとんどの部分が市町村に委ねられて

います。 

というか国とか県が放り投げて市町村が受けざるを得ない状況かと思いま

す。とても大変なところかと思いますので、そこら辺の部分をわかりやすく説

明いただいて理解ができ、その応援ができるという体制がまた次の目標になる

のかなと思いますけれど、目指していただければと思います。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございます。 

 

○廣瀬克哉委員長 

 私の方から答えができる話では

ないような気がしますが、少しだ

け説明させていただきますと、高

齢者に対するサポートのさまざま

な仕事の多くが実態としてという

か、実務としてかなり多くが市の

仕事となっていますが、他方で制

度としては、例えば公的介護保険

であるとか、法律に基づいた全国

ある意味共通のメニューがあり、

共通の制度があり、それの上で、

しかし事業実施の部分で市がやる

のが多くございます。 

こういう領域がこのしあわせ倍増プランの中には入っていなくて、それの周

辺の独自施策の部分がこちらに入っているという観点で言いますと、高齢者の

方に対するいろいろなサービス、公共サービスの中のコアになる部分がほとん

どがその法定された事業とそれに関連される事業で展開されていて、その周辺

のごく一部がしあわせ倍増プランに入っているものですから、今回の評価でい
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うと、その意味ではやや外側にある多少のものを評価をしたという段階にとど

まるのかもしれません。 

それで、高齢者のサポートのためのさまざまな施策については、例えばその

公的介護保険の事業についてはそちらに関する評価を検証し、３年ごとに事業

計画を立てていく、そしてそれに対する市民参加の機会であるとかそういう形

にもなっているかと思いますけれども、ただあまり縦割りでなく、そういうも

のを総合的に見られるように検証をしていかれる体制であるとか、あるいはし

あわせ倍増プランの中にある行政改革、行政経営の観点からそれをしっかりと

見守っていくという体制をとっていただくことは、市にぜひお願いしたいとい

うふうに思っております。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

よろしいでしょうか。ほかにご質問のある方はいらっしゃいますか。左手最

前列の方どうぞ。 

 

●質問者Ａ 

何度もすみません。あり

がとうございます。 

もう一点質問させていい

ただきたいことがありまし

て。報告書２１ページに進

捗度「ｃ・ｄ」になってし

まった事業があって、その

中で目標達成に向けて事業

の再検討が必要と考えられ

るものというのがありました。 

その例の中で挙がっているものの中で、観光客の誘致、これについては提言

の中でもあるように、市税の収入増に向けて大切な項目かと思っているのです

けれども、どのような方向で事業の再検討を進めていくべきなのかそういった

ことについて、委員会の中で話し合われた議論とかを共有していただければと

思いまして、よろしくお願いいたします。 

 

○廣瀬克哉委員長 

 ご質問ありがとうございます。 

この項目につきましてはなかなか期待されたように効果が上げられている

のだろうかといろいろなご意見がありました。 

特に、公募市民の委員さんの中で地域で商業に従事していらっしゃる方がい

らして、そういった方からもその観点でなるほどと思われるような発言をなさ

ったのですが、今日はご都合が合わず欠席ですが、どのような論点であったか
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思い起こしながら簡単に伝えますと、つまり地域の中にある資源でかつ外から

訪問される方にとって魅力がどうあるかということを、地域の内側にいる者は

なかなか気がつかないで、それでそういう観点から外から見てさほどではない

ものを観光資源として認識していて、他方で外の視点から見るともっとうまく

外にアピールできるはずのものが地元にとってみるとある意味で当たり前の

ものに見えてしまったり、つまらなく見えてしまったりして、うまくできてい

ない。 

そういう観点からの議論があり、個別的にはいろいろなアイデアも出ました

けれども、それはもう一段階どこかで集中して検証しなければいけないレベル

のものもある、あのようなこともあるという論点の思いつきという形ではあっ

たかと思います。 

ただ、何れにしてももう一度訴えかける相手方とそれから内側と言いますか、

住まわれている市民の方々との認識のギャップを埋める工夫というものが一

ついるのではないかという点であったかと思います。 

 

●質問者Ａ 

ありがとうございます。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

 ありがとうございます。ぜひ皆様の気になった点、ご不明な点などお聞きし

たいと思いますが、ほかにご質問がある方、いらっしゃいますか。では左手前

方の方どうぞ。 

 

●質問者Ｄ 

５０ページのパブリックコメント関係ですが、パブリックコメントの資料と

か意見用紙を各区の情報公開コーナーに置いてありますが、情報公開コーナー

を担当している民間委託事業者自身がパブリックコメントの意義をわからな

いので、関係資料とか意見用紙が市民から見えないところに置かれていたり、

あるいは置かれていなかったりするのもパブリックコメントの意見数の少な

い原因になっているのかと思います。 

それから、７５ページにある観

光資源の活用ですけれども、大宮

のスパークカーニバルですね。ご

存じだと思いますけれども、プロ

サンバダンサーが招聘されていま

して補助金が数十万円使われてい

るのですけれども、プロサンバダ

ンサー自体はいいのですけれども、

補助金をそこまで使って観光資源
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と位置付けて招聘する必要があるのかと思います。 

それから、８１ページの委員会の開催状況が書いてありますけれども、傍聴

者数を入れていただきたいと思います。 

それから、８２ページに現地視察が書いてありますけれども、これもパブリ

ックコメントの関係ですけれども、ぜひ浦和区の情報公開コーナーをさいたま

市における情報公開のある意味での最前線と思われるので、視察していただけ

ればと思います。 

最後に委員長にお尋ねしたいのですけれども、個別事業を評価する視点と言

いますか、例えば男女共同参画の視点が入っているのかですとか、情報提供の

公表がきちんと行われているのかとか、各事業において個人情報の保護がきち

んと確保されているのかとか、あるいは適正な行政手続きが確保されているの

かとかいうようなことも非常に内部管理的な事項としても非常に重要だと思

うので、そういうところを個別事業の評価にどのように入れていくべきかとお

考えでしょうか。以上です。 

 

○廣瀬克哉委員長 

 まず、個別の論点と言いますか、問題点のご指摘ありがとうございます。 

パブリックコメントについて、なぜ使いにくいかという議論が何回か委員会

の中でもなされて、周知徹底が足りないという一言ではなく、なぜ使われない

のか、使われにくいのかということを掘り下げて改善していただきたいと提言

をしておりますが、情報公開コーナーにおいてどこに置いてあるとかは具体的

には把握しておりませんでしたので、非常にありがたいご示唆をいただいて感

謝いたします。 

それ以外の点につきましても、ぜひ今日行政の方もたくさんいらしておりま

すので、記録にとどめて関係の部署に伝わるようしたいと思います。 

 個別事業の進捗を図る、し

あわせ倍増プラン２００９の

市民評価ですけれども、確か

にご指摘のように、どの事業

でも共通して満たしていかな

ければならない観点というの

は当然存在すると考えており

ます。 

それについて、特に市民評

価委員会でありますので、市

民参加であるとか、市民の観

点、これについてはかなり意

識をして議論をし、評価の中でも問題がそこにあると考えた場合には、個別の

コメント等で見ていったというつもりではありますけれども、例えば行政の適
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正手続であるとか、あるいは男女共同参画、あるいは個人情報の保護であると

か、個々に制度があるものの、そのコンプライアンスの実態がどうかというこ

とについていろいろとご議論があるものについて、十分に評価尺度の中にきっ

ちり入れられているかというと、確かにご指摘の点はやや明確ではなかった部

分があろうかと思います。 

その点は、来年度以降の評価の尺度を立てていく中で、まずは内部評価のフ

ォーマットの段階から少し反映していけるように改善する必要のある項目か

と受け止めさせていただきました。 

それから傍聴者数ですが、これは情報を公開していくようにしたいと思いま

す。今年の情報が残っていますので、事後的な報告となってしまいますが、印

刷物に間に合いませんけれども、そういった形でホームページ等で市民評価委

員会の報告について補足させていただきたいと思います。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

 ありがとうございました。それではお時間のほうもせまってきておりますの

で、最後にお一方ご質問ある方、お願いします。では、右手前方の方どうぞ。 

 

●質問者Ｅ 

市民参加がこれから重要になっ

ていく中で自治基本条例というも

のが各自治体で定められていると

思うのですけれども、この４５ペー

ジの中で職員のコメントで「現行の

中で条例の定める必要性を感じな

い」と、その市民参加を担保するた

めの制度化として自治基本条例っ

て必要だと思っていたのですけれども、職員の中でそういうコメントが出ると

いうのはどういうことなのでしょうか、教えていただければと思います。 

 

○廣瀬克哉委員長 

市民評価委員のコメントの中から重要なものと言いますか、ポイントを拾い

上げたものですけれども、これを書かれた委員は今日いらっしゃいますか。こ

こについてはこういう意見、こういう意見という多角的にいろいろな観点から

意見があった場合にはそれを並列して載せておりますので、今日いらっしゃい

ますので、それがどういう趣旨だったかご説明していただきますでしょうか。 
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○伊藤巌委員 

自治会関係者として、基本条例検討委員会の委員をしていました。 

自治会の組織は、さいたま市各区自治会代表者１０名（正・副会長会）、各

区内地域自治会代表５３名（理事会）により構成され、自治基本条例の必要性

について検討・議論を重ねてまいりました。最初の段階ではほとんど関心がな

かったことを記憶しております。 

その後、検討内容が具体的になり、実際、現段階では「必要なし」という結

論が出たことを報告します。 

自治会として基本条例の内容に関して、漏れている部分、抜けているところ

広範囲にわたり再度、確認検討しなければいけない点が多くありました。 

その結果、賛成できない旨の「要望書」は既に提出済みです。 

 

○廣瀬克哉委員長 

というような観点もあり、各団体を

代表して参加されている委員さんも

いらっしゃいますので、そこから伝え

られた内容として挙げてあるという

ことでございます。 

また他方で、もっと市民参加のフォ

ーラム等、積極的にやりながらつくっ

ていってほしいという意見もありま

したので、その下のコメントのような

ものもあるということです。その意味では、委員からの意見の部分は問題提起

として重要と思ったのは収録しておりますので、全体が必ずしも矛盾するもの

がないかとか、そういう点で言えば、場合によっては違う観点からのコメント

も載っていることもございます。そういうものとして読んでいただければと思

います。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

貴重なご意見、ご質問をいただきまして誠にありがとうございました。 

質疑については、ここで終了させていただきます。 

それでは、本日の報告をお聞きいただいております、清水市長からご感想と

自己評価をいただきたいと存じますが、ここで評価委員会といたしまして、廣

瀬委員長から清水市長へ市民評価報告書をお渡ししたいと思います。 

清水市長、廣瀬委員長、どうぞ壇上へご登壇ください。 
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（～ 清水市長と廣瀬委員長が登壇し、評価報告書の手交を行う ～） 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

 それでは、本日の議題「市長感想・自己評価」になります。清水市長、よろ

しくお願いいたします。 

 

 

４ 市長感想・自己評価 

 

○清水勇人市長 

 本日は、しあわせ倍増プラン

２００９市民評価報告会に多

数の皆さんにご出席をいただ

きまして、こうして実施するこ

とができましたこと、まずもっ

て心から御礼を申し上げたい

と思います。 

また、１０回にわたりまして、

この市民評価委員会を実施を

いただきました、廣瀬委員長を

始め、各委員の皆様方におかれましては、本当に熱心なご議論、ご審議をいた

だきましたことを、この場をお借りしまして、改めて御礼を申し上げたいと思

います。 
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【清水 勇人 市長】 

 この市民評価報告会、昨年も実施をしていただきました。昨年につきまして

は、冒頭でも廣瀬委員長からお話がございましたように、約４か月くらいの短

期間で評価をいただいたものでございましたけれども、今回の評価委員会での

報告につきましては、昨年、平成２２年度、１年間実施をしてきたものについ

て、ご評価をいただいて、まさに実質的には初めての通年評価ということと言

えるのではないかと思っております。 

 私自身としましては、内部評価、そして、この評価委員会の皆様からいただ

いた評価、これらで約８割は、一応、順調には進んでいるというようなことで

はございましたけれども、まだまだ、その達成目標のあり方、そしてその質と

いうものについては、よく精査をすることが必要であるというようなご提言、

あるいは、ご提案をいただいたところであり、これらについて、私たちとして

も、単にこの目標の設定をするだけではなくて、その質の問題、あるいは、そ

れに対応するコストパフォーマンスの問題など、皆様からご提言をいただいた

ことについて、今後やはり十分に認識をした上で、進めていかなければいけな

いということを、改めて痛感をしたところであります。 

行政の経営状況を把握する上でも、いわゆるＰＤＣＡということが言われる

わけでございますけれども、まさに、今回このＰＤＣＡのＣのところをやって

いただいたわけでありますから、私たちとしては、委員会から指摘をいただい

たさまざまな点について、十分検討して、そして、今後のこのしあわせ倍増プ

ランの一部見直しなども含めて、しっかりとやっていかなければいけないとい

うふうに思っております。 

そして、一部、先ほど来、いく

つかご質問が出ておりましたけれ

ども、私たち行政としては、いく

つか、実を言うと計画がございま

す。 

一つは、この「しあわせ倍増プ

ラン２００９」、これを最優先的に

やっていこうということでつくら

せていただいたものでありますが、

これ以外に、総合振興計画という

ものもございます。 

それから、やはり、昨年つくり

ました「行財政改革推進プラン  

２０１０」という計画もございま

す。 

そして、毎年度ごとに予算をつ

くりまして、それに応じて各施策

をそれぞれ実施をしているわけで
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ございますが、ちょうどこの財政の問題、いくつか出てきておりますけれども、

今回は行財政改革の部分については、組織でありますとか、大まかな部分しか、

このしあわせ倍増プランの中には載せておりませんけれども、「行財政改革推

進プラン２０１０」の方でそういったものへの取組については、やらせていた

だいておりまして、もちろん財政状況なども十分に踏まえながら、この質を高

めていこうと、少ない予算で大きな効果を上げていく都市経営をしていこうと

いうようなことで、やらせていただいているところでございます。 

昨年度も、平成２２年度も約２９８億円の行財政改革をやらせていただいた

ところでございまして、今回もそういったものを念頭に置きながら、来年度の

予算編成を更に進めていくつもりでおります。 

ただ、その予算編成に当たっても、この「しあわせ倍増プラン２００９」と

いうものをベースに、最優先のものとして考えながら、その単年度ごとの財政

状況なども踏まえて、計画をつくり、そしてそれらを実施をしていくという形

になるということで、ご理解をいただければと思います。少しそういう意味で

は、わかりにくい部分もちょっとあったのではないかと思いまして、一応、お

話を申し上げさせていただければと思いました。 

また、ご案内がありましたように、これからのさいたま市の大きな課題とし

て、いくつかございます。 

一つは、先ほどもありましたけれども、急激な高齢化の問題がございます。 

さいたま市は今年１０周年を迎えるわけですが、ちょうど１０年前は、１２．

８パーセントというのが、６５歳以上の比率でありました。 

今は約１８．８パーセント、６パーセント増えました。またさらに１０年後

はどうなるかと言いますと、２６パーセント、さらに１０年経った２０年後に

は３０パーセント近くなると、３０パーセントを超えるというようなことが言

われている中で、最も急激なスピードで、高齢化が進んでいく地域である。 

それらを踏まえた行財政運営をしていかなければいけない。これはさいたま

市にとって大きな課題であると思っております。 

それから、もう一

つはやはり、公共施

設の老朽化という

問題があります。 

これは昭和４０

年代に、ちょうど高

度成長期に学校で

ありますとか、ある

いは、公民館、コミ

ュニティセンター

など、いわゆる公共

施設がたくさん、旧
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の４市でつくってきたわけでありますけれども、それらがそろそろ耐用年数に

近づいてきている。 

それらをどのように更新をしていくか、その老朽化した施設をどのように改

修をしながら、厳しい財政状況の中でどのように、市民の皆さんのしあわせを

実現をしていくのか。これは私たちに課せられた大変大きな課題であろうと思

います。 

このしあわせ倍増プランは、ハード面というよりは、むしろソフトの面が多

く載せられているわけでありますけれども、市民の皆さんにとって、少しでも

しあわせが実現できるような行政サービスを推進していく上で、私たちは優先

順位を付けてこれらを実施をしていかなければいけないというふうに思って

おります。その中の私たちとしての一つの優先順位の中心にあるものというふ

うにご理解をいただければと思います。 

また、いわゆる高齢者施策の部分につきましては、先ほど廣瀬委員長さんか

らもお話がありましたように、実を言うと国の方で、法律で決まっている部分

がありますので、それらをあえて除いた形でプランをつくらせていただいてい

るということもございまして、ちょっと、皆さんから見ると、高齢者施策が弱

いのではないかと、こういうようなご指摘もあったのだろうと思います。 

基本的には、こういったことも含めて、私たちの毎年の予算編成の中では、

このしあわせ倍増プラン、プラス、その時々の経済状況であるとか、あるいは、

その時々の市民のニーズというものを、十分に把握をしながら、その中で予算

編成をさせていただいているというような部分がございますけれども、そうい

ったことなども、今後、しあわせ倍増プランの中でも反映をしていくというよ

うなことも、考えていきたいというように思います。 

ちょっと、話がまとまらなくなってしまいましたけれども、今回、こうした

形で、市民の皆さんからも忌憚のないご意見をお寄せいただき、また、委員の

皆様方からも、率直なご意見、あるいは提案、ご提言をいただいたこと、私た

ちとしても大変ありがたいことでございます。 

今後も皆さんからいただいた、こうしたご提案、ご提言などをしっかりと踏

まえまして、ＰＤＣＡのＡの部分をしっかりとやってまいりたいと思いますの

で、これからもよろしくお願いしたいと思います。 

最後になりましたけれども、市民評価委員会の委員の皆さんに改めて感謝と

御礼を申し上げますとともに、これからも市民の目線を忘れずに、市民の皆さ

んの声をしっかりと聞きながら、しっかりとした行政運営を行っていきたいと

いう決意を申し上げさせていただいて、私のご挨拶に代えさせていただきます。 

皆さん長時間にわたりまして、ご参加をいただき、本当にありがとうござい

ました。 
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○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

それでは、閉会に当たりまして、廣瀬委員長からご挨拶を申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

 

５ 閉会に当たって 

 

○廣瀬克哉委員長 

皆様、長時間にわたりまし

てご清聴ありがとうございま

した。 

以上をもちまして平成２３

年度のしあわせ倍増プラン 

２００９市民評価の報告とさ

せていただきますが、もうこ

の質疑応答やこの報告の中で

も何度か述べたことと若干重なる面もございますけれども、この報告をこのよ

うに生かしていただきたいというメッセージを市長以下、市の皆さんにお伝え

して締めくくりの挨拶とさせていただきたいと思います。 
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【廣瀬 克哉 委員長】 

私たちの評価の結果、今日の報

告会は口頭で説明をする限られ

た時間ということを考えますと、

全体の分析と次に向けての課題

の要点、個々の市民評価委員から

の重点的に述べたいというコメ

ントを中心とさせていただきま

した。個々の事業に関しましては、

４１ページ以下の一覧表の中で

委員のコメントを全部読み上げ

るだけでも２時間では収まらな

いわけでありますが、そういう形

でまとめさせていただいておりま

すので、これは特に市のご担当の

分野の皆さんにはここを改めて確認をいただきながら、受け止めていただけれ

ばと思っております。 

また、ヒアリング対象の事業の担当の皆さんには当然ヒアリングの中のやり

とりを通していろいろなメッセージもお伝えできたかと思っておりますが、今

回につきましては全部の事業をヒアリングしたわけではございません。 

選択をしたいくつかの事業に絞り込んだわけですが、そのヒアリング対象外

であった方も、ぜひ類似のあるいは類似するかどうかは別にして、他の事業の

ヒアリングの議事録も公開されておりますので、ぜひそういうところから委員

会がどのようなところに目をつけて、どのような発想で質疑をやってきたか、

ほかの事業を参考にしていただきながら、ぜひ酌み取っていただきたいと思い

ます。 

そういうことを通して、先ほ

どの清水市長の感想のメッセ

ージの中にもありましたけれ

ども、これだけ急速にいろいろ

な行政課題が更に重くなって

いく中で、限られた資源を有効

に使いながら、何をどれだけ取

り組んだということ自体では

なくて、その取組の結果として

市にどのような効果を上げて

いくのか、そういう観点からの

取組体制の更なる改善につな

げていっていただければと思

う次第でございます。 
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また、それに対する市民の皆さんからのさまざまな声、実際にいろいろな施

設をお使いになったり、制度の利用者になられたり、ということを通してしか

見えないこともあろうかと思います。 

また、行政のプロである行政マンの方が伝えようとするメッセージの中には、

当然行政用語というのが自然に入ってきますけれども、それはどういうことか

わからないということも含めて、そういうフィードバックをいろいろな場面で

多様に多元的に市民の方から市の担当のそれぞれの職員の方に伝える機会が

増えれば増えるほど、やはり市の行政というのはよくなっていくのだろうと思

います。 

そういうときの参考材料に一つとして、また今日の報告書も使っていただけ

れば非常にありがたいと思うところでございます。 

以上をもちまして、平成２３年度さいたま市しあわせ倍増プラン２００９ 

市民評価報告会を終了させていただきます。 

長時間にわたりまして、ご清聴ありがとうございました。 

 

○司会（福﨑智恵委員） 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日のしあわせ倍増プラン２００９市民評価報告会を終

了いたします。 

本日は足元の悪い中、ご来場いただきまして、誠にありがとうございました。 

なお、会場出口でアンケート用紙とペンを回収させていただいております。

お帰りの際に回収箱へご投入ください。 

ありがとうございました。 


